
たましんインキュベーション施設ブルームセンター募集要項 

平成 23 年 7 月 20 日 

多摩信用金庫 

 

 多摩信用金庫では、創業を予定している方、創業間もない法人・個人の方を対象に金融支援にとど

まらず、総合的な支援を行う創業支援施設「たましんブルームセンター」を開設しております。 

 今回、下記要項にて入居者募集を行いますのでお知らせ致します。 

 

１．所 在 地：東京都八王子市明神町 2-27-6 文秀ビル７F（たましん京王八王子支店のビル７F） 

２．募集室数：8室（5.9 ㎡ 1 室・7.4 ㎡ 2 室・8.2 ㎡ 1 室・10.1 ㎡１室・11.1 ㎡ 2 室・12.7 ㎡ 1 室） 

※小数点第一位以下の面積についてはブースにより異なりますのでご了承下さい。 

３．入居資格：下記の条件を全て満たす中小企業、個人事業主。 

①入居後 6ヶ月以内に創業を予定、もしくは創業後 3年未満であること。 

 ※申込時に 3年を経過していないことが条件です。 

②インキュベーション施設卒業後も八王子市内および多摩地域にて事業継続する予定であ

ること。 

③公序良俗に反する事業でないこと。 

④｢首都圏情報産業特区･八王子｣構想推進協議会（以下、サイバーシルクロード八王子とい

う。）に入会いただけること。(年会費無料)  

４．入居時期：入居審査後随時 

５．申込受付：平成 23 年 7 月 1日(金)～平成 23 年 7 月 29 日（金） 

      ※これから起業しようとする方、創業後 1年未満の事業者の方に八王子市オフィス賃料 

補助金制度があります。募集期間は平成 23 年 7 月 1日（金）～平成 23 年 7 月 29 

日（金）です。 

６．入居決定時期：平成 23 年 8 月中旬予定 

７．入居審査：応募の多少に関わらず、審査会による書類審査及び面接審査によって決定します。 

       一次審査：書類選考 

       二次審査：面接審査 

            事業内容のプレゼンテーション、申込書類を基に入居審査をさせて頂きま

す。 

       三次審査：書類選考 

       ※なお、「八王子市起業家要請・育成事業 オフィス賃料補助金」の審査がある場合 

は、その審査をもって一次審査・二次審査に代えます。 

８．申込方法：下記の書類を直接たましん各支店にお持ちいただくか郵送で「たましん事業支援セン

ター（Win センター）」まで送付下さい。 

９．申込書類：①入居申込書（たましんホームページよりダウンロード可能） 

   ②事業計画書（たましんホームページよりダウンロード可能） 

③決算報告書または所得税青色申告決算書 

④法人登記簿謄本または住民票 



※「八王子市創業支援事業補助金」の審査を受ける場合(賃料の 2 分の１補助を希望

する場合)には上記書類に加え、下記の追加書類が必要です。 

追加書類・オフィス賃料補助金交付申込書 (市役所５階産業政策課にて配布又は、八王子市

産業振興部ホームページよりダウンロード可能) 

・納税証明書(法人・個人市区町村民税、固定資産税、都市計画税)または市税納税

状況調査票(八王子市内の企業のみ)           

10．申込およびお問合せ先 

     東京都立川市曙町２－８－２８多摩信用金庫価値創造事業部 

         TEL 042-526-7739(法人テレフォンセンター) FAX 042-528-0940 

11．使 用 料：入居費 4,500 円/㎡(八王子市創業支援事業補助金の対象。入居費半額補助活用

可能） 

共益費 無料  

電気料 500 円/㎡ 

12．契約期間：1年 ※最長更新２回（3年間）まで 

13．オフィスの概要  

①設備：談話スペース、冷暖房完備、光ファイバー敷設、各室施錠可、入館時オートロ

ック式、同ビル４Fにてコピー機(有料)、会議室等利用可能 

②利用時間：24 時間 365 日入出館可能 

14．特徴：京王八王子駅より徒歩 1分 

：入居審査時に創業支援特別融資の相談可能。 

：受付サービス 来客の対応や郵便、宅急便などの取次ぎサービス 

：サイバーシルクロード八王子(同ビル４Fに入居)にて経営相談、技術相談のサポート 

：たましんの専門スタッフが金融相談、ＢtoＢのビジネスマッチングシステムとの連動

により、事業経営をフォロー 

15．その他：机、いすなどオフィス家具斡旋(別途料金) 

清掃は各ブース個別にたましん指定の清掃業者を注文することも可能(別途料金) 

16．注意事項：不特定多数の来場者が見込まれる教室、量産工場、倉庫としての利用はできませ

ん。 

        ：保証人を 1名付けていただきます。 

※｢首都圏情報産業特区･八王子｣構想推進協議会とは？ 

    ｢首都圏情報産業特区･八王子｣構想推進協議会（愛称：サイバーシルクロード八王子）は八

王子を中心とした大手・中小企業や大学との「産・産・学連携」の推進や、起業家にとって

魅力ある産業活動の場の創出等、実践的な産業活性化施策に取り組み、地域経済の活性化に

向けて、市、商工会議所、地域の企業、大学が一体となって推進している産業振興プロジェ

クト及び推進団体です。 

以上 


